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■松田町自治基本条例素案・パブリックコメントでの意見を踏まえた修正案に対する委員意見 一覧表 
 

 

松田町自治基本条例（素案） パブリックコメントでの意見を踏まえた修正案 渋谷委員 鍵和田（功）委員 

前文 前文 前文 前文 

わたしたちのまち松田町は、世界遺産である富士山を

望み、丹沢山系を源にする酒匂川などの清流と豊かな緑

に恵まれ、古来より交通の中心として繁栄をしてきた町

です。先人たちが守り続けてきた豊かな自然、培われて

きた文化・芸能、育ててきた伝統や産業を後世に引き継

いでいかなければなりません。 

近年の少子高齢社会の到来や社会・経済環境の変化に

よる町の人口減少や町の活力の低下は、わたしたちが改

めてまちづくりのあり方について考えなおす契機とな

りました。これらの課題を解決していくためには、わた

したち一人ひとりが主権者であり、まちづくりの主体で

あることを認識し、住民、議会、行政が共に取り組み、

これからのまちづくりを、みんなで考え、みんなでつく

りあげていくことが必要です。 

わたしたちは、松田町町民憲章（平成元年５月１５日

制定）が掲げる、うるおいのあるまち、文化の香り高い

まち、活力にあふれるまち、平和に満ちた心のかよいあ

うまち、愛の輪が広がるまちをつくることを目指し、自

らの意思と責任に基づいて、次世代を担う子供たちを育

み、未来に向かって知恵を出し、語り合い、みんなで力

をあわせてまちづくりを進めていきます。そして、わた

したちは、誰もが安心して安全に暮らすことができ、住

んでいて幸せと感じるまち、誇りの持てるまち、おもて

なしのこころをもったまちづくりを進めていきます。そ

のため、松田町のまちづくりの最高規範として、この松

田町自治基本条例を制定します。 

わたしたちのまち松田町は、世界遺産である富士山を

望み、丹沢山系を源にする酒匂川などの清流と豊かな緑

に恵まれ、古来より交通の中心として繁栄をしてきた町

です。先人たちが守り続けてきた豊かな自然、培われて

きた文化・芸能、育ててきた伝統や産業を後世に引き継

いでいかなければなりません。 

近年の少子高齢社会の到来や社会・経済環境の変化に

よる町の人口減少や町の活力の低下は、わたしたちが改

めてまちづくりのあり方について考えなおす契機とな

りました。これらの課題を解決していくためには、わた

したち一人ひとりが主権者であり、まちづくりの主体で

あることを認識し、住民、議会、行政が共に取り組み、

これからのまちづくりを、みんなで考え、みんなでつく

りあげていくことが必要です。 

わたしたちは、松田町町民憲章（平成元年５月１５日

制定）が掲げる、うるおいのあるまち、文化の香り高い

まち、活力にあふれるまち、平和に満ちた心のかよいあ

うまち、愛の輪が広がるまちをつくることを目指し、自

らの意思と責任に基づいて、次世代を担う子供たちを育

み、未来に向かって知恵を出し、語り合い、みんなで力

をあわせてまちづくりを進めていきます。そして、わた

したちは、誰もが安心して安全に暮らすことができ、住

んでいて幸せと感じるまち、誇りの持てるまち、おもて

なしのこころをもったまちづくりを進めていきます。そ

のため、松田町のまちづくりの最高規範として、この松

田町自治基本条例を制定します。 

－ － 

第１章 総則 第１章 総則 第１章 総則 第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、松田町における自治の基本理念を

定めるとともに、町民の役割及び責務並びに議会及び

町長等の役割と責務を定め、松田町町民憲章（平成元

年５月 15 日制定）が掲げるまちづくりの推進を目的

とします。 

（目的） 

第１条 この条例は、松田町における自治の基本理念を

定めるとともに、町民の役割及び責務並びに議会及び

町長等の役割と責務を定め、松田町町民憲章（平成元

年５月 15 日制定）が掲げるまちづくりの推進を目的

とします。 

－ － 

（位置付け） 

第２条 この条例は、松田町における最高規範であり、

町民、議会及び町長等は条例に定める事項を最大限に

尊重します。 

２ 議会及び町長等は、他の条例、規則等の制定や改正、

廃止又はまちづくりに関する計画の立案や変更を行

うときは、この条例の趣旨を踏まえ整合を図らなけれ

ばなりません。 

（位置付け） 

第２条 この条例は、松田町における自治基本を定める

最高規範であり、町民、議会及び町長等はこの条例に

定める事項を最大限に遵守します。 

２ 議会及び町長等は、他の条例、規則等の制定や改正、

廃止又はまちづくりに関する計画の立案や変更を行

うときは、この条例の趣旨を踏まえ整合を図らなけれ

ばなりません。 

（位置付け） 

第２条 この条例は、松田町における最高規範であり、

町民、議会及び町長等はこの条例に定める事項を最大

限に遵守します。 

 
－ 

 

赤字・下線：パブリックコメントの意見を踏まえた修正 

青字・波線：パブリックコメントの意見で審議会での確認・検討事項 
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松田町自治基本条例（素案） パブリックコメントでの意見を踏まえた修正案 渋谷委員 鍵和田（功）委員 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。 

(1) 町民 町内に居住する者、町内に通勤する者、町

内に通学する者並びに町内で事業及び活動を行う個

人又は法人その他の団体をいいます。 

(2) 自治会 町内の一定の地域の住民による地縁に基

づいて形成された団体をいいます。 

(3) 議会 松田町議会のことをいいます。 

(4) 町 普通地方公共団体としての松田町をいいま

す。 

(5) 町長等 町長（水道事業管理者の権限を行う町長

を含む。）、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員

会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいい

ます。 

(6) まちづくり 松田町民憲章に定める事項の実現に

向けた活動をいいます。 

(7) 参加 まちづくりの企画立案から、町民自らの意

思に基づき関わる活動をいいます。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。 

(1) 町民 町内に居住する者、町内に通勤する者、町

内に通学する者及び町内で事業又は活動を行う個人

又は法人その他の団体をいいます。 

(2) 自治会 町内の一定の地域の住民による地縁に基

づいて形成された団体をいいます。 

(3) 議会 松田町議会のことをいいます。 

(4) 町 普通地方公共団体としての松田町をいいま

す。 

(5) 町長等 町長（水道事業管理者の権限を行う町長

を含む。）、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、

農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいま

す。 

(6) まちづくり 松田町町民憲章に定める事項の実現

に向けた活動をいいます。 

(7) 参加 まちづくりの企画立案から、町民自らの意

思に基づき関わる活動をいいます。 

（定義） 

第３条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。 

(1) 町民 町内に居住する者、町内に通勤する者、町

内に通学する者及び町内で事業又は活動を行う個人

又は法人その他の団体をいいます。 

(2) 自治会 町内の一定の地域の住民による地縁に基

づいて形成された団体をいいます。 

(3) 議会 松田町議会のことをいいます。 

(4) 町 普通地方公共団体としての松田町をいいま

す。 

(5) 町長等 町長（水道事業管理者の権限を行う町長

を含む。）、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、

農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいま

す。 

 

 

－ 

第２章 自治の基本理念 第２章 自治の基本理念 第２章 自治の基本理念 第２章 自治の基本理念 

（自治の基本理念） 

第４条 町は、主権者である町民の自発的な責任ある意

思と行動によりつくられるものであり、その町政は町

民の信託に基づき、町民の意思を反映した運営を行う

とともに、町民、議会及び町長等は相互に協力して、

町民主体の自治の確立を目指します。 

（自治の基本理念） 

第４条 町は、主権者である町民の自発的な責任ある意

思と行動によってつくられるものであって、その町政

は、町民の信託に基づき、町民の意思を反映して運営

されなければなりません。 

２ 町民、議会及び町長等は、相互に協力して、町民主

体の自治の確立を目指します。 

 

※どちらでもよい 

－ 

第３章 まちづくりの基本原則 第３章 まちづくりの基本原則 第３章 まちづくりの基本原則 第３章 まちづくりの基本原則 

（情報共有の原則） 

第５条 町民、議会及び町長等は、相互に力をあわせて

まちづくりを実現するために必要な情報を共有する

ことを原則とします。 

（情報共有の原則） 

第５条 町民、議会及び町長等は、相互に力をあわせ

てまちづくりを実現するために必要な情報を共有

するものとします。 

（情報共有の原則） 

第５条 町民、議会及び町長等は、相互に力をあわせて

まちづくりを実現するために必要な情報を共有する

ことを原則とします。 

－ 

（参加の原則） 

第６条 町民は、自らの意思に基づきまちづくりに参加

することを原則とします。 

２ 町長等は、政策の企画立案、実施、評価及び見直し

の各段階において、町民の参加を推進するとともに、

参加の制度を常に見直しかつ拡充しなければなりま

せん。 

（参加の原則） 

第６条 町民は、自らの意思に基づきまちづくりに参加

するものとします。 

２ 町長等は、政策の企画立案、実施、評価及び見直し

の各段階において、町民の参加を推進するとともに、

参加の制度を常に見直し、かつ、拡充しなければなり

ません。 

（参加の原則） 

第６条 町民は、自らの意思に基づきまちづくりに参加

することを原則とします。 

２ 町長等は、政策の企画立案、実施、評価及び見直し

の各段階において、町民の参加を推進するとともに、

参加の制度を常に見直し、かつ、拡充しなければなり

ません。 

－ 

（協働の原則 / 連携協力の原則） 

第７条 町民、議会及び町長等は、相互に連携、協力し

てまちづくりを進めることを原則とします。 

（協働の原則 / 連携協力の原則） 

第７条 町民、議会及び町長等は、相互に連携、協力し

てまちづくりを進めるものとします。 

（連携協力の原則） 

第７条 町民、議会及び町長等は、相互に連携、協力し

てまちづくりを進めることを原則とします。  

－ 
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松田町自治基本条例（素案） パブリックコメントでの意見を踏まえた修正案 渋谷委員 鍵和田（功）委員 

第４章 役割と責務 第４章 役割と責務 第４章 役割と責務 第４章 役割と責務 

（町民の役割 / 権利と責務） 

第８条 町民は、年齢を問わずまちづくりに参加する権

利を持つとともに、自らの発言と行動に責任を持ち、

それぞれが持つ能力と時間を用いて、積極的にまちづ

くりに参加するものとします。 

（町民の役割 / 権利と責務） 

第８条 町民は、年齢を問わずまちづくりに参加する権

利を持つとともに、自らの発言と行動に責任を持ち、

それぞれが持つ能力と時間を用いて、積極的にまちづ

くりに参加するものとします。 

（町民の役割と責務） 

第８条 町民は、年齢を問わずまちづくりに参加する権

利を持つとともに、自らの発言と行動に責任を持ち、

それぞれが持つ能力と時間を用いて、積極的にまちづ

くりに参加するものとします。 

－ 

（事業者の役割と責務） 

第９条 事業者（町内において、営利又は非営利の活動、

公共的活動その他の活動を営む者をいいます。）は、

地域社会を構成する一員として、社会的責任を自覚

し、まちづくりに寄与するものとします。 

（事業者の役割と責務） 

第９条 事業者（町内において、営利又は非営利の活動、

公共的活動その他の活動を営む者をいいます。）は、

地域社会を構成する一員として、社会的責任を自覚

し、まちづくりに寄与するものとします。 

－ － 

（議会の責務） 

第 10 条 議会は、町民の代表として選出された議員で

構成される町の議決機関であることを認識して、町の

政策の意思決定や行政活動の監視並びに政策提言等

の役割を行使しなければなりません。 

２ 議会は、町民の町政に対する関心と参加意欲を高め

るため、議会審議に関する情報や町政の課題等を町民

に積極的に公開し、町民に対する議会の説明責任を果

たさなければなりません。 

（議会の役割と責務） 

第 10 条 議会は、町民の代表として選出された議員で

構成される町の議決機関であることを認識して、町の

政策の意思決定及び行政活動の監視並びに政策提言

等の役割を行使しなければなりません。 

２ 議会は、町民の町政に対する関心と参加意欲を高め

るため、議会審議に関する情報や町政の課題等を町民

に積極的に公開し、町民に対する議会の説明責任を果

たさなければなりません。 

（議会の役割と責務） 

第 10 条 議会は、町民の代表として選出された議員で

構成される町の議決機関であることを認識して、町の

政策の意思決定及び行政活動の監視並びに政策提言

等の役割を行使しなければなりません。 

２ 

－ 

（議員の責務） 

第 11 条 議員は、町民の負託に応え、前条に定める議

会の責務を果たすため、誠実かつ公正に職務を遂行し

なければなりません。 

２ 議員は、地域の課題及び町民の意見を把握し、これ

を政策形成及び議会審議に反映させなければなりま

せん。 

（議員の責務） 

第 11 条 議員は、町民の負託に応え、前条に定める議

会の責務を果たすため、誠実かつ公正に職務を遂行し

なければなりません。 

２ 議員は、地域の課題及び町民の意見を把握し、これ

を政策形成及び議会審議に反映させなければなりま

せん。 

－ － 

（町長等の責務） 

第 12 条 町長等は、この条例で定める自治の基本理念

やまちづくりの基本原則に基づいて、誠実かつ公正に

町政を運営しなければなりません。 

２ 町長等は、町民自治によるまちづくりを推進するた

め、町民との交流又は対話の機会を設けて町民の意思

を把握し、町政に反映させるように努めなければなり

ません。 

（町長等の責務） 

第 12 条 町長等は、この条例で定める自治の基本理念

やまちづくりの基本原則に基づいて、誠実かつ公正に

町政を運営しなければなりません。 

２ 町長等は、町民自治によるまちづくりを推進するた

め、町民との交流又は対話の機会を設けて町民の意思

を把握し、町政に反映させるように努めなければなり

ません。 

－ － 

（職員の責務） 

第 13 条 職員は、自治の基本理念やまちづくりの基本

原則に基づいて、誠実かつ公正に職務を遂行しなけれ

ばなりません。 

２ 職員は、職務遂行に必要な能力の向上に努めなけれ

ばなりません。 

（職員の責務） 

第 13 条 職員は、自治の基本理念やまちづくりの基本

原則に基づいて、誠実かつ公正に職務を遂行しなけれ

ばなりません。 

２ 職員は、職務遂行に必要な知識、技術などの能力の

向上に努めなければなりません。 

 

※どちらでもよい 

－ 

第５章 行政運営 第５章 行政運営 第５章 行政運営 第５章 行政運営 

（行政運営の基本） 

第 14 条 町長等は、町の将来的な展望に立ち、効率的

で公正かつ透明性の高い町政運営を行わなければな

りません。 

（行政運営の基本） 

第 14 条 町長等は、町の将来的な展望に立ち、効率的

で公正かつ透明性の高い行政運営を行わなければな

りません。 

（行政運営の基本） 

第 14 条 町長等は、町の将来的な展望に立ち、効率的

で公正かつ透明性の高い行政運営を行わなければな

りません。 

－ 
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松田町自治基本条例（素案） パブリックコメントでの意見を踏まえた修正案 渋谷委員 鍵和田（功）委員 

（総合計画） 

第 15 条 町長は、まちづくりの総合的かつ計画的な方

針を定めた計画（以下「総合計画」といいます。）を

議会の議決を経て策定しなければなりません。 

２ 町長は、総合計画の策定にあたり、町民の意見を反

映した内容とするため、その策定過程に町民の参加の

機会を設けなければなりません。 

３ 町長は、総合計画を町民に周知するとともに、その

進行管理を適切に行い、その状況を分かりやすく公表

しなければなりません。 

（総合計画） 

第 15 条 町長は、まちづくりの総合的かつ計画的な方

針を定めた計画（以下「総合計画」といいます。）を

議会の議決を経て策定しなければなりません。 

２ 町長は、総合計画の策定にあたり、町民の意見を反

映した内容とするため、その策定過程に町民の参加の

機会を設けなければなりません。 

３ 町長は、総合計画を町民に周知するとともに、その

進行管理を適切に行い、その状況を分かりやすく公表

しなければなりません。 

－ － 

（財政運営） 

第 16 条 町長は、中長期的な財政見通しのもとに、計

画的で健全な財政運営に努めなければなりません。 

２ 町長は、予算、決算その他財務状況について、分か

りやすく公表しなければなりません。 

（財政運営） 

第 16 条 町長は、中長期的な財政見通しのもとに、計

画的で健全な財政運営に努めなければなりません。 

２ 町長は、予算、決算その他財務状況について、分か

りやすく公表しなければなりません。 

－ － 

（行政評価） 

第 17 条 町長等は、効果的かつ効率的な行政運営を推

進するとともに、行政の透明性を高めるため、行政評

価を実施しなければなりません。 

２ 町長等は、行政評価の結果を町民に公表するととも

に、施策等の見直しや予算編成に反映させるようにし

なければなりません。 

（行政評価） 

第 17 条 町長等は、効果的かつ効率的な行政運営を推

進するとともに、行政の透明性を高めるため、行政評

価を実施しなければなりません。 

２ 町長等は、行政評価の結果を町民に公表するととも

に、施策等の見直しや予算編成に反映させるようにし

なければなりません。 

－ － 

（説明責任及び応答責任） 

第 18 条 町長等は、政策の立案、実施、評価及び見直

しの各過程において、町民に分かりやすく説明すると

ともに、町民からの意見及び質問に対し、丁寧かつ適

切に対応しなければなりません。 

（説明責任及び応答責任） 

第 18 条 町長等は、政策の立案、実施、評価及び見直

しの各過程において、町民に分かりやすく説明すると

ともに、町民からの意見及び質問に対し、丁寧かつ適

切に対応しなければなりません。 

－ － 

（パブリックコメント） 

第 19 条 町長等は、重要な計画の策定及び条例の策定

等に際し、その計画、条例案等を公表し、広く町民の

意見を聴く手続をとらなければなりません。 

２ 町長等は、前項の手続により提出された町民の意見

を考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対す

る町長等の考え方を公表しなければなりません。 

（パブリックコメント） 

第 19 条 町長等は、計画及び条例のうち重要と認めら

れるものの策定等に際し、その計画、条例案等を公表

し、広く町民の意見を聴く手続をとらなければなりま

せん。 

２ 町長等は、前項の手続により提出された町民の意見

を考慮して意思決定を行うとともに、その意見に対す

る町長等の考え方を公表しなければなりません。 

（パブリックコメント） 

第 19 条 町長等は、計画及び条例のうち重要と認める

ものの策定等に際し、その計画、条例案等を公表し、

広く町民の意見を聴く手続をとらなければなりませ

ん。 
－ 

（情報公開） 

第 20 条 町長等は、町政に関する情報を、別に定める

条例により、町民に速やかに分かりやすく公開し、又

は提供しなければなりません。 

（情報公開） 

第 20 条 町長等は、町政に関する情報を、別に定める

条例により、町民に速やかに分かりやすく公開し、又

は提供しなければなりません。 

－ － 

（個人情報保護） 

第 21 条 町長等は、個人の権利や利益を保護するため、

別に定める条例により、個人情報の保護を図り、それ

を適正に管理しなければなりません。 

（個人情報保護） 

第 21 条 町長等は、個人の権利や利益を保護するため、

別に定める条例により、個人情報の保護を図り、それ

を適正に管理しなければなりません。 

－ － 
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松田町自治基本条例（素案） パブリックコメントでの意見を踏まえた修正案 渋谷委員 鍵和田（功）委員 

第６章 住民投票 第６章 住民投票 第６章 住民投票 第６章 住民投票 

（住民投票） 

第 22 条 町長は、町政に関わる重要事項について、直

接住民の意思を確認するため、住民、議会又は町長の

発議に基づき、別に条例で定めるところにより、住民

投票を実施することができます。 

２ 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければ

なりません。 

（住民投票） 

第 22 条 町長は、町政に関わる重要事項について、直

接住民の意思を確認するため、町民、議会又は町長の

発議に基づき、別に条例で定めるところにより、住民

投票を実施することができます。 

２ 議会及び町長は、住民投票の結果を尊重しなければ

なりません。 

（住民投票） 

第 22 条 町長は、町政に関わる重要事項について、直

接住民の意思を確認するため、町民、議会又は町長の

発議に基づき、別に条例で定めるところにより、住民

投票を実施することができます。 

 

（住民投票） 

第 22 条 町は、町政に関わる重要事項について、直接、

住民の意思を確認するため、住民（本町の区域内に住

所を有する人（法人は除きます。）をいう。）、議会又

は町長の発議に基づき、別に条例で定めるところによ

り、住民投票を実施することができます。 

第７章 町民による地域の活動 第７章 町民による地域の活動 第７章 町民による地域の活動 第７章 町民による地域の活動 

（地域活動） 

第 23 条 町民は、地域における良好な生活の維持及び

向上のため、地域活動（町民の地域的なつながりに基

づいて行われるまちづくりの活動）の役割と必要性を

認識し、その活動への参加を通じてより良い地域社会

の形成に努めます。 

２ 自治会は、地域活動の担い手として、その自治会の

区域で活動する町民間の交流及び親睦、さらには身近

な生活に関する課題にも取り組むように努めます。 

（地域活動） 

第 23 条 町民は、地域における良好な生活の維持及び

向上のため、地域活動（町民の地域的なつながりに基

づいて行われるまちづくりの活動）の役割と必要性を

認識し、その活動への参加を通じてより良い地域社会

の形成に努めます。 

２ 自治会は、地域活動の担い手として、その自治会の

区域で活動する町民間の交流及び親睦、さらには身近

な生活に関する課題にも取り組むように努めます。 

－ － 

（町民活動） 

第 24 条 町民は、より魅力的で活力のあるまちづくり

を進めるため、町民活動（特定の分野に関し町民の関

心又は問題意識に基づいて自発的に行われるまちづ

くりの活動）への参加を通じて町民による自治を推進

するよう努めます。 

（町民活動） 

第 24 条 町民は、より魅力的で活力のあるまちづくり

を進めるため、町民活動（特定の分野に関し町民の関

心又は問題意識に基づいて自発的に行われるまちづ

くりの活動）への参加を通じて町民による自治を推進

するよう努めます。 

－ － 

（町の支援） 

第 25 条 町長等は、地域活動や町民活動の円滑化並び

に活性化を図るため、個人や団体に対してその活動の

実情に応じた支援を行うように努めます。 

（町の支援） 

第 25 条 町長等は、地域活動や町民活動の円滑化及び

活性化を図るため、個人や団体に対してその活動の実

情に応じた支援を行うように努めます。 

（町の支援） 

第 25 条 町長等は、地域活動や町民活動の円滑化及び

活性化を図るため、個人や団体に対してその活動の実

情に応じた支援を行うように努めます。 

－ 

第８章 国及び自治体との関係 第８章 国及び他の自治体との関係 第８章 国及び他の自治体との関係 第８章 国及び他の自治体との関係 

（国及び他の自治体との関係） 

第 26 条 町は、国及び神奈川県と対等な立場で相互に

協力し、自治の発展のため適切な関係を構築しなけれ

ばなりません。 

２ 町は、共通課題又は広域的課題の解決を図るため、

他の自治体と積極的に連携し、及び協力するよう努め

なければなりません。 

（国及び他の自治体との関係） 

第 26 条 町は、国及び神奈川県と対等な立場で相互に

協力し、自治の発展のため適切な関係を構築しなけれ

ばなりません。 

２ 町は、共通課題又は広域的課題の解決を図るため、

他の自治体と積極的に連携し、及び協力するよう努め

なければなりません。 

－ － 

第９章 条例の見直し 第９章 条例の見直し 第９章 条例の見直し 第９章 条例の見直し 

（条例の見直し） 

第 27 条 町長は、条例の内容が社会情勢の変化等に適

合したものかどうかについて定期的に検討し、その結

果に基づき、町民の意見を踏まえて必要な見直しを行

わなければなりません。 

（条例の見直し） 

第 27 条 町長は、条例の内容が社会情勢の変化等に適

合したものかどうかについて定期的に検討し、その結

果に基づき、町民の意見を踏まえて必要な見直しを行

わなければなりません。 

－ － 

 附則 附則 附則 

 


